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化学物質（危険物、有害物等）に起因する
労働災害（休業４日以上）
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1資料出所：労働者死傷病報告
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

墜落・転落 236 204 244 221 227 239 247 247

転倒 306 299 319 274 352 361 386 367

はさまれ・巻き込まれ 649 565 584 584 543 561 579 598

動作の反動・無理な動作 212 196 187 180 208 233 234 229
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主要４災害の推移（化学工業）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

墜落・転落 2926 2727 2840 2811 2882 2842 3031 2975

転倒 4869 4755 4884 4681 4977 5088 5637 5070

はさまれ・巻き込まれ 8077 7626 7668 7214 7017 7159 7044 6959

動作の反動・無理な動作 2313 2191 2241 2281 2248 2433 2581 2646
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主要４災害の推移（製造業）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

爆発 54 35 57 19 30 33 25 38

破裂 27 13 17 24 19 18 16 14

火災 35 44 39 43 37 17 32 31
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爆発火災災害の推移（製造業）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

爆発 22 13 9 3 5 5 10 14

破裂 2 1 2 0 3 4 3 1

火災 5 3 6 5 6 2 4 3
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化学物質による事故・労働者の健康被害を防止・低減化するために

製造・輸入業者による
化学物質の危険性・有害性に関する情報の把握

把握した情報の関係事業者等への伝達
（安全データシート（ＳＤＳ）等）

事業者によるリスクアセスメントの実施

結果を踏まえたリスク低減措置の実施
（使用中止・代替化、局所排気装置等の設置、保護具の使用等）
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化学物質に係る危険有害性等情報の伝達と
リスクアセスメントの実施
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製造メーカー・輸入業者

中間業者（商社、代理店、特約店など）

化学物質使用事業者（ユーザー）

初
回
ラ
ベ
ル

更
新
Ｓ
Ｄ
Ｓ

ラベル表示（作成or和訳：JIS準拠）（義務：法57条）
（努力：安則24条の14）

ＳＤＳ交付（作成or和訳＋適用法令等補足)(義務：法57条の２）
（努力：安則24条の15）

ラベル表示（表示者修正or追記)   (同上）
ＳＤＳ交付（通知者修正or追記) (同上）

初
回
Ｓ
Ｄ
Ｓ

化
学
品

化
学
品

更
新
ラ
ベ
ル

事業場内表示（指針第４条）
ＳＤＳの掲示等（法101条第４項、指針第５条）

※ 輸入業者、中間業者に係るリスクアセスメント
実施(努力)義務については、所属労働者に
小分け・詰め替え・希釈等をさせるなど化学品
を直接取り扱う場合に限る。

・ 化学物質リスクアセスメントの実施 ※(義務：法57条の３第1項)
（努力：法28条の２)

・ RA結果に基づく措置の実施 ※(努力：法57条の３第2項)
（努力：法28条の２)

規則（衛生基準）の遵守 (義務：安則576条､577条など)

・ リスクアセスメント結果の労働者への周知 ※(義務：安則34条の２の８)
労働者教育の実施（法59条第1項､第2項）
･･･「雇い入れ時教育」,「作業変更時教育」におけるRA結果の周知

【平成27年9月18日基発0918第3号_記の11(3) 】

（平成26年義務化）
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特定された危険性または有害性によるリスクの見積り

リスクの見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討

リスクアセスメント結果の労働者への周知

リスク低減措置の実施

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

化学物質などによる危険性または有害性の特定ステップ１

 事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の
内容の検討の一連の手順。

 事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じることが
求められている。

・モデルラベル・モデルSDS

・厚生労働省版コンロトール・バンディング
・CREATE-SIMPLE（クリエイト・シンプル）
・検知菅・リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスク
アセスメントガイドブック
・爆発・火災等スクリーニング支援ツール

・厚生労働省コンロトール・バンディングから出力される対策
シート

・クリエイト・シンプル上での作業条件の変更

⇒各種支援ツールは職場のあんぜんサイトから入手可能。

リスクアセスメントとは

（以下のステップ１～３がリスクアセスメントである。）

（義務 労働安全衛生規則 第34条の２の８）

（努力義務 法同条 第２項）

（義務 労働安全衛生法第57条の３第1項）

監

視



リスクアセスメント実施に係る
厚生労働省の主な支援策

（１）ラベル／ＳＤＳの作成支援

⇒モデルラベル・モデルＳＤＳの公開
（ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx ）

（２）リスクアセスメント実施支援

⇒①リスクアセスメント実施支援ツールの公開
（ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm ）

②電話相談窓口の設置、専門家による訪問指導
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046255.html ）

（３）労働者教育支援

⇒化学物質取扱者のためのラベル教育テキストの公開
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161231_00002.html ）
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ステップ１

ステップ２，３

ステップ５

（５頁）

（５頁）

（５頁）
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（１）GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報

 約3,000物質のモデルSDS情報が掲載されており、GHS区分情報、許
容濃度、物理化学的性質などの情報が収集できる。

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

ステップ１

リスクアセスメントツール

（５頁）



（２）①公開中の主な化学物質リスクアセスメント支援ツール等

●掲載先／■主体 概要（掲載情報）

●職場のあんぜんサイト
（ http://anzeninfo.mhlw.go.jp
/user/anzen/kag/ankgc07.h
tm）
■厚生労働省

 化学物質リスク簡易評価法（コントロール・バンディング）
・液体等取扱作業（粉じん作業を除く）
・鉱物性粉じん又は金属性粉じん発生作業

 検知管を用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック

 爆発・火災リスクアセスメントスクリーニング支援ツール

 工業塗装、印刷、めっき作業のリスクアセスメントシート

CREATE-SIMPLE（クリエイト・シンプル）
（職場のあんぜんサイトからリンク）

●■独立行政法人労働者健康安全
機構 労働安全衛生総合研究所

 プロセス災害防止のためのリスクアセスメント等実施シート
厚生労働省のスクリーニング支援ツールよりも精緻なリスクアセスメントを
実施することが可能（一定の専門知識を要する）。

（職場のあんぜんサイトからリンク）

●ECETOC-TRAサイト

■欧州化学物質生態毒性・
毒性センター(ECETOC)

 ECETOCが開発したリスクアセスメントツール（ECETOC-TRA）。

EXCELファイル（英語版）をダウンロードして作業方法等を入力するこ
とで定量的な評価が可能。日本語マニュアルあり。
（（一社）日本化学工業協会が日本語版を提供（会員又は有料利用｡）｡）

（職場のあんぜんサイトからリンク）

●EMKG Software 2.2

■the Federal Institute for Occupational
Safety and Health（BAuA）

 独安衛研（BAuA）が提供する定量的評価が可能なリスクアセスメント
ツール（英語版）

 EMKG-EXPO-TOOL（EMKG 2.2からばく露評価部分を抽出）8

ステップ２，３
（５頁）



譲渡提供者
（製造者・輸入者等）

SDS

譲渡提供先
（使用者等）

1. 相談窓口（コールセンター）を設置し、電話やメール等で相談を受付
SDSやラベルの作成、リスクアセスメント（「化学物質リスク簡易評価法」の使い方等）について

2. 専門家によるリスクアセスメントの訪問支援
相談窓口における相談の結果、事業場の要望に応じて専門家を派遣、
リスクアセスメントの実施を支援

リスクアセスメント
を実施

SDS・ラベル
を作成

※ 化学物質リスクアセスメント簡易ツールの入力支援サービス
⇒ コールセンターが事業者に代わり入力し、評価結果をメール等で通知

事業者
コールセンター

使用物質、作業内容等

評価結果を通知
（メール、FAX）

入力を支援

（２）② リスクアセスメント実施に対する相談窓口、専門家による支援

TEL:050-5577-4862  E-mail:soudan@technohill.co.jp
受付時間： 毎日10:00 ～ 17:00 （ 12:00 ～ 13:00 を除く）
※令和２年度は4月1日から3月19日まで。(土日曜日、祝日、国民の休日、12/29～1/3を除く｡)

クリエイト・シンプル等
の不具合に関する問
い合わせも相談窓口
に集約し、開発者に
伝達。
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施行後は危険有害性を有しているSDS交付義務対象物質が、ラベル表示された化学品とし

て流通することになるので、このラベル表示を効果的に活用することで、ユーザー企業での
SDSの確認及び適切なリスクアセスメント実施を促進する。すなわち、化学品を受け取った事
業者が、ラベルを見て有害性等に気づき、アクション（SDSの確認とリスクアセスメントの実

施）を取るよう、川上（製造者等）から川下（ユーザー）までの各者の役割に応じた支援や地
域全体の取組を促進する対策をパッケージとして実施する。（「ラベルでアクション」プロジェ
クトの実施）

～事業場における化学物質管理の促進のために～

ラベル表示の範囲が、平成28年より640物質まで拡大され、ラベルのある化学品が多く
流通。(現在(2018年7月1日以降)は673物質に拡大）

事業者、労働者は危険有害性を正しく認識し、リスク低減措置を確実に実行しましょう

労働者1人1人がラベルの内容を理解できるよう、事業者はラベル教育を行いましょう
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161231_00002.html）

化学品を出荷するメーカー､流通会社は、全ての製品にラベル表示するようにしましょう

SDSを確認
SDSがなければ供給
元に交付を求める

危険有害性に応じた
リスクアセスメント

を行う

厚生労働省では、★電話相談、訪問支援、★労働者教育の促進（テキスト公開）な
ど、様々な支援を行っています。

○○○○・・
△△△△・・

事業者は

労働者は
絵表示で

危険有害性を確認
リスクアセスメントの
結果をみて対策を行う

化学物質が来る ラベルを見る アクション！
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事業者や労働者
ラベルを見て

危険有害性に気づく

ステップ５
（５頁）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161231_00002.html


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135046.html 11

「ラベルでアクション」


